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        法法法法    第第第第    ４３４３４３４３    条条条条    第第第第    ２２２２    項項項項    にににに    係係係係    るるるる    事事事事    前前前前    協協協協    議議議議     

    ◇事前協議◇事前協議◇事前協議◇事前協議申出申出申出申出書の添付図書書の添付図書書の添付図書書の添付図書 
 建築許可等事前協議申出書に次の各号に揚げるものを添付のうえ正１部、副２部、合計３部提出して
ください。ただし、計画敷地が接する部分が未判定道路等である場合は、本事前協議申出書提出前に道
路調査願を提出し、当該調査願に基づく本市の調査結果を受けてから建築許可等事前協議申出書を提出
するようにしてください。   

 

  図 面 の 種 類  明 示 す べ き 事 項 

 ①付近見取図 
   １／２５００ 

・方位、道路及び目標となる地物、縮尺 
  申請地を「赤色」、申請地周辺の法第42条道路を「茶色」で着色 
  建築物の敷地が接する道等が上記道路に至るまでの経路を着色 
  凡例：法第43条２項を「黄色」、水路占用許可部分を「水色」 
    以下、各図面において同色とする 

 ②現況図 
   １／５０～１／３００ 

・方位、縮尺、敷地の境界線「赤色」表示 
・敷地内の既存建築物の位置（用途、撤去若しくは存置の区分を記入） 
・敷地周囲の通路及び空地の所有等の区分 
・隣地の土地利用 

 ③通路現況図 ・方位、縮尺、敷地の境界線「赤色」表示 
・通路の位置及び道路（法第42条道路）に至るまでの通路の幅員 
・申請敷地に接する通路と通路が接続する道路部分の直近の端までの延長 
・交通安全施設図（建設管理課）の利用可能 

 ④配置図 
   １／５０～１／３００ 

・方位、縮尺、敷地の境界線「赤色」表示 
・敷地内の建築物の位置（構造、用途、階数、各部分の高さ、敷地面積、 
 建築面積及び延べ面積並びに出入口の位置を記載） 
・申請敷地内における建築物と他の建築物の別 
・擁壁の位置、土地の高低 
・敷地周囲の通路及び空地の所有等の区分 
・都市計画施設、用途区分界等がある場合は表示 
・排水計画図（別図可） 

 ⑤各階平面図 
    １／１００～１／３００ 

・方位、縮尺、間取り、各室の用途、開口部及び防火戸の位置並びに延焼 
 の恐れのある部分 
・同一棟で増築の場合は既存部分の間取り等を含み、赤線で増築部分を表 
 示 

 ⑥２面以上の立面図 
    １／１００～１／３００ 

・縮尺、開口部位置並びに延焼の恐れのある部分の外壁及び軒裏の構造 
・同一棟で増築の場合は既存部分を含み、赤線で増築部分を表示 

 ⑦２面以上の断面図 
    １／１００～１／３００ 

・縮尺、軒及び庇の出並びに軒の高さ及び建築物の高さ 
・通路その他の空地を前面道路と読替えて適用される道路斜線制限、北側 
 斜線、高度斜線等の制限を記載 

 ⑧地積図（公図） ・里道は「赤色」、水路は「青色」等で着色すること 
・転写した年月日、氏名記載 

 ⑨明示図書 ・通路部分に里道、水路及び公共の用に供するものが含まれている場合 

 

 ※建築基準法第６条１項第４号に係る建築物については、⑥の立面図に⑦の明示すべき事項が記載さ  
  れる場合は、断面図の省略は可能です。  


